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今
般
、
全
日
本
仏
教
会
の
会
長
に
就
任
い

た
し
ま
し
た
曹
洞
宗
管
長
大
道
晃
仙
で
ご
ざ

い
ま
す
。

曹
洞
宗
管
長
が
全
日
本
仏
教
会
の
会
長
に

就
任
い
た
し
ま
す
の
は
第
十
四
期
秦
慧
玉

猊
下
会
長
以
来
二
十
四
年
ぶ
り
と
な
り
ま
す
。

さ
て
、
諸
行
無
常
の
世
の
中
に
あ
っ
て
、

「
超
情
報
化
社
会
」
と
い
わ
れ
る
現
代
社
会

の
あ
わ
た
だ
し
さ
は
驚
く
べ
き
様
相
で
あ
り

ま
す
。

国
際
的
に
も
、
国
内
的
に
も
私
た
ち
の
理

念
『
調
和
と
共
生
』
と
は
逆
に
『
対
立
と
排

除
』
の
連
鎖
に
陥
り
、
痛
ま
し
い
事
件
が
続

発
し
誠
に
悲
し
み
の
極
み
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
我
々
仏

教
者
は
社
会
に
向
け
て
、
釈
尊
の
教
示
せ
ら

れ
た
『
慈
悲
』
と
『
寛
容
』
の
こ
こ
ろ
を
積

極
的
に
表
明
し
、
実
践
し
て
行
か
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。

全
日
本
仏
教
会
も
、
今
期
よ
り
機
構
改
革

を
計
り
、
時
代
即
応
の
活
動
を
展
開
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

又
、
財
団
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
と
し

て
、
第
四
十
回
全
日
本
仏
教
徒
会
議
、
第
二

十
四
回
W
F
B
世
界
仏
教
徒
会
議
日
本
大
会

等
の
大
事
業
も
計
画
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

世
界
の
平
和
と
人
心
の
平
安
に
寄
与
す
べ

く
日
々
精
進
し
て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

加
盟
団
体
各
位
の
ご
理
解
と
お
力
添
え
を

お
願
い
申
し
上
げ
、
会
長
就
任
の
挨
拶
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

こ
の
た
び
、
計
ら
ず
も
第
二
十
七
期
理
事

長
の
職
を
拝
命
す
る
こ
と
と
な
り
、
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
で
お
り
ま
す
。

現
況
、
宗
教
界
の
置
か
れ
て
い
る
立
場
は

非
常
に
厳
し
く
、
宗
教
に
対
す
る
不
信
感
は

日
増
し
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
は
、
否
め
な

い
事
実
で
あ
り
ま
す
。

現
代
に
生
き
る
人
々
は
、
不
安
と
不
満
に

苛
ま
れ
、
麻
痺
し
、
自
ら
が
そ
の
渦
中
に
生

き
て
い
る
こ
と
さ
え
気
づ
か
ず
に
い
ま
す
。

誰
し
も
が
、
い
の
ち
の
有
り
場
を
失
い
、
救

い
を
求
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
、
仏
教

界
は
そ
の
問
い
に
応
え
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。
い
の
ち
が
見
え
な
く
な
っ
た
現
代
、

仏
教
界
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
、
今
こ
そ
見

直
す
契
機
で
あ
る
と
強
く
感
じ
て
お
り
ま
す
。

明
年
に
は
、
財
団
法
人
の
設
立
五
十
周
年

の
節
目
を
迎
え
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
今

日
ま
で
仏
教
興
隆
を
願
い
本
会
の
発
展
に
ご

尽
力
く
だ
さ
っ
た
、
諸
先
達
の
意
志
を
受
け

継
ぎ
、
職
務
を
精
一
杯
務
め
て
ま
い
り
た
い

と
存
じ
ま
す
。

当
面
す
る
諸
課
題
へ
の
取
り
組
み
を
決
意

す
る
と
共
に
、
会
長
を
は
じ
め
、
皆
様
方
の

ご
協
力
、
ご
提
言
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し

て
、
就
任
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

こ
の
た
び
、
四
月
一
日
付
け
で
財
団
法
人

全
日
本
仏
教
会
第
二
十
七
期
事
務
総
長
を
拝

命
い
た
し
ま
し
た
池
田
行
信
で
ご
ざ
い
ま
す
。

所
属
宗
派
は
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
。
現
在
五

十
二
歳
で
あ
り
ま
す
。

今
日
、
日
本
の
伝
統
仏
教
界
を
取
り
ま
く

状
況
に
は
大
変
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

信
教
の
自
由
や
同
和
問
題
へ
の
取
り
組
み
、

さ
ら
に
は
仏
教
文
化
の
宣
揚
と
世
界
平
和
へ

の
寄
与
等
々
、
多
く
の
重
要
な
課
題
を
抱
え

て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
二
〇
〇
七
年
に
は
財
団
創
立
五
十

周
年
を
迎
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
大
変
大
切
な
時
期
に
、
事
務

総
長
と
い
う
重
責
を
担
う
に
は
ま
こ
と
に
非

力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
皆
様
の
ご
教
示
を

賜
り
、
微
力
な
が
ら
全
力
を
尽
く
す
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
。

な
に
と
ぞ
よ
ろ
し
く
ご
指
導
ご
鞭
撻
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
し
て
、
就

任
の
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

就
任
の
ご
挨
拶

会

長

大
道

晃
仙

理
事
長

安
原

晃

事
務
総
長

池
田

行
信

◆
今
月
の
表
紙
に
つ
い
て
◆

【
ベ
ト
ナ
ム

テ
ィ
エ
ン
ム
ー
寺
】

十
七
世
紀
建
立
。
七
層
八
角
形
の
塔
が

シ
ン
ボ
ル
。
各
層
に
は
仏
像
が
安
置
さ
れ

て
お
り
、
塔
の
名
前
は
ト
ウ
ニ
ャ
ン
（
慈

悲
の
意
）
と
い
い
幸
福
と
天
の
恵
み
を
意

味
し
て
い
る
。

テ
ィ
エ
ン
ム
ー
寺
の
僧
侶
が
、
戦
争
反

対
を
唱
え
焼
身
自
殺
。
反
戦
の
シ
ン
ボ
ル

と
な
っ
た
寺
と
し
て
知
ら
れ
る
。

「
世
界
文
化
遺
産
」
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こ
の
た
び
の
公
益
法
人
制
度
改
革
は
、
現

行
非
課
税
に
な
っ
て
い
る
社
団
法
人
・
財
団

法
人
を
、
平
成
二
十
年
度
か
ら
課
税
対
象
の

「
一
般
社
団
法
人
」
と
「
一
般
財
団
法
人
」

と
し
、
こ
の
う
ち
第
三
者
機
関
に
お
い
て
厳

格
に
非
営
利
性
や
公
益
性
が
認
め
ら
れ
た
法

人
に
つ
い
て
は
、「
公
益
社
団
法
人
」「
公
益

財
団
法
人
」
と
し
て
非
課
税
と
す
る
、
い
わ

ゆ
る
二
階
建
て
の
方
式
を
と
っ
て
い
る
。
中

間
法
人
も
そ
の
対
象
に
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

ら
は
廃
止
し
新
制
度
に
一
本
化
す
る
。

問
題
が
発
生
し
た
の
は
、『
公
益
法
人
制

度
改
革
（
新
制
度
の
概
要
）』の
公
益
的
事
業

の
例
示
に
宗
教
が
抜
け
て
い
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
認
定
法
案
第
二
条
別
表
の
二
十
項
目
に

も
入
っ
て
い
な
い
。
果
た
し
て
こ
れ
で
現
行

民
法
第
三
十
四
条
に
公
益
の
例
示
と
し
て
あ

げ
て
い
る
「
祭
祀
」「
宗
教
」
を
設
立
根
拠
と

す
る
社
団
法
人
・
財
団
法
人
が
、「
公
益
社
団

法
人
」「
公
益
財
団
法
人
」
と
し
て
認
定
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
危
機
感
が
走
っ
た
。

二
月
十
日
、
緊
急
で
日
本
宗
教
連
盟
幹
事

会
を
招
集
。
直
ち
に
内
閣
官
房
行
政
改
革
推

進
事
務
局
公
益
法
人
制
度
改
革
推
進
室
宛
に

『
質
問
と
要
請
』
を
送
付
し
期
限
付
き
で
回

答
を
求
め
た
。

さ
ら
に
調
査
を
進
め
て
い
く
と
、
驚
い
た

こ
と
に
、
国
会
質
疑
に
お
い
て
も
「
宗
教
法

人
」
が
公
益
法
人
で
あ
る
こ
と
の
法
的
根
拠

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
民
法
第
三
十

四
条
が
削
除
さ
れ
る
と
い
う
。

二
月
十
六
日
、
よ
う
や
く
行
政
改
革
推
進

事
務
局
の
横
田
信
孝
参
事
官
に
面
談
す
る
こ

と
に
な
り
、
こ
の
点
に
つ
き
問
う
と
、
文
科

省
に
確
認
す
る
と
回
答
し
た
。
こ
れ
が
最
後

ま
で
省
庁
協
議
の
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
く

こ
と
に
な
る
。

認
定
法
案
第
二
条
別
表
の
公
益
目
的
事
業

の
例
示
に
つ
い
て
は
、
宗
教
法
人
に
議
論
が

及
ぶ
こ
と
は
避
け
た
い
、
宗
教
に
関
連
す
る

文
言
が
（
公
益
社
団
法
人
・
公
益
財
団
法
人

は
厳
し
い
監
督
下
に
お
か
れ
る
た
め
「
宗

教
」
そ
の
も
の
は
信
教
の
自
由
の
侵
害
に
な

り
か
ね
な
い
）
な
く
て
も
、
ど
こ
か
で
読
み

取
れ
る
よ
う
に
す
る
。「
公
益
社
団
法
人
」

「
公
益
財
団
法
人
」
の
門
戸
を
狭
め
る
も
の

で
は
な
い
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
宗
教
が
公
益
の
増
進
に
寄
与
し
て
き

た
こ
と
を
甚
だ
軽
視
す
る
も
の
で
は
な
い
か
、

宗
教
に
関
連
す
る
「
信
教
の
自
由
の
尊
重
及

び
擁
護
」「
宗
教
文
化
の
振
興
」
な
ど
の
用

語
を
盛
り
込
む
べ
き
こ
と
を
要
求
し
た
。
ま

た
残
余
財
産
の
帰
属
先
に
「
宗
教
法
人
」
を

加
え
る
べ
き
こ
と
を
求
め
た
。

二
月
二
十
四
日
、
日
本
宗
教
連
盟
幹
事
会

を
開
催
。
理
事
長
名
で『
意
見
書
』な
ら
び
に

五
項
目
に
整
理
し
た『
問
題
点
』を
松
田
隆
利

行
政
改
革
推
進
事
務
局
長
宛
に
送
付
し
た
。

三
月
二
日
、「
自
由
民
主
党
行
政
改
革
推

進
本
部
公
益
法
人
委
員
会
・
法
務
部
会
・
内

閣
部
会
合
同
委
員
会
」
が
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行

う
こ
と
に
な
り
、
日
本
宗
教
連
盟
を
代
表
し

て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
百
五

十
部
の
資
料
を
も
っ
て
日
本
宗
教
連
盟
協
賛

団
体
の
幹
事
と
共
に
出
席
。
こ
の
時
に
要
点

を
簡
潔
に
ま
と
め
た
『
主
張
』
を
作
成
し
た
。

多
く
の
国
会
議
員
か
ら
日
本
宗
教
連
盟
の
意

見
は
も
っ
と
も
で
あ
る
と
の
強
い
賛
同
の
発

言
を
い
た
だ
い
た
。

同
日
午
後
五
時
三
十
分
、
横
田
信
孝
参
事

官
か
ら
民
法
第
三
十
四
条
に
つ
い
て
は
第
三

十
三
条
の
二
項
に
残
る
と
の
電
話
連
絡
が
入

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
要
請
に
つ
い
て

は
無
理
だ
と
い
う
。

直
ち
に
『
未
解
決
の
問
題
』
と
い
う
文
書

を
作
成
。
三
月
六
日
、
最
終
取
り
ま
と
め
の

合
同
委
員
会
が
開
催
さ
れ
る
早
朝
か
ら
関
係

議
員
に
電
話
を
か
け
、
F
A
X
を
送
っ
た
。

午
後
三
時
、
密
か
に
委
員
会
開
催
会
場
に

入
る
と
、
な
ん
と
別
表
の
公
益
目
的
事
業
の

例
示
の
な
か
に
「
信
教
の
自
由
の
尊
重
及
び

擁
護
」
の
文
言
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
直
前

に
加
筆
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
残
余
財
産

に
つ
い
て
は
、政
令
で
の
協
議
に
な
る
が「
懸

念
な
き
よ
う
に
」
と
の
増
原
義
剛
公
益
法
人

委
員
会
主
査
の
発
言
を
得
た
。

閉
会
後
、
小
泉
顕
雄
参
議
院
議
員
（
浄
土

宗
教
伝
寺
住
職
）
の
秘
書
が
握
手
を
求
め
て

き
た
。
谷
川
秀
善
参
議
院
議
員
（
浄
土
真
宗

本
願
寺
派
萬
徳
寺
前
住
職
）
に
も
特
に
お
力

添
え
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝
の
意
を
も

っ
て
記
し
て
お
く
。

こ
の
た
び
の
日
本
宗
教
連
盟
の
対
応
に
は
、

協
賛
五
団
体
の
密
接
な
連
携
と
協
力
が
あ
っ

た
。
全
日
本
仏
教
会
が
、
理
事
長
当
番
団
体

と
し
て
責
務
を
果
た
せ
た
こ
と
に
安
堵
を
覚

え
る
。
加
盟
団
体
の
強
力
な
支
援
、
文
化
庁

宗
務
課
の
必
死
の
努
力
が
あ
っ
た
こ
と
に
も

感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

今
後
の
課
題

①
秋
に
は
公
益
法
人
制
度
改
革
に
関
す
る

税
制
が
審
議
さ
れ
る
。
宗
教
法
人
に
ど
の
よ

う
な
影
響
が
あ
る
の
か
細
心
の
注
意
が
必
要

だ
。
②
宗
教
が
公
益
で
あ
る
こ
と
の
法
的
根

拠
は
残
さ
れ
た
。
あ
と
は
宗
教
が
公
益
の
増

進
に
い
か
に
寄
与
し
て
い
る
か
理
論
と
具
体

的
例
示
が
必
要
だ
ろ
う
。
③
機
能
し
て
い
な

い
社
団
法
人
・
財
団
法
人
が
あ
れ
ば
、
平
成

二
十
年
の
施
行
前
の
解
散
が
望
ま
し
い
。
文

化
庁
宗
務
課
に
相
談
さ
れ
る
こ
と
を
お
勧
め

す
る
。

公
益
法
人
制
度
改
革
に
お
け
る

日
本
宗
教
連
盟
の
対
応
と
課
題

前
全
日
本
仏
教
会
事
務
総
長
・
前
日
本
宗
教
連
盟
事
務
局
長

齋
藤
明
聖

3ZENBUTSU２００６年5月１日



本
会
の
評
議
員
会
・
理
事
会
が
、
三
月
二

十
八
日
、
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
に
て
開
催

さ
れ
た
。
最
初
に
仏
教
徒
の
歌
「
あ
あ
、
こ

の
よ
ろ
こ
び
」
を
斉
唱
。
里
見
達
人
理
事
長

を
導
師
に
三
帰
依
文
を
唱
和
し
た
。

本
評
議
員
会
・
理
事
会
に
お
い
て
は
、
第

二
十
七
期
の
人
事
、
平
成
十
八
年
度
の
事
業

・
予
算
な
ど
が
慎
重
審
議
さ
れ
た
。

本
会
寄
附
行
為
第
二
十
八
条
に
基
づ
き
、

田
中
利
典
師
（
金
峯
山
修
験
本
宗
）
が
議
長

に
選
出
さ
れ
、
長
澤
香
静
師
（
京
都
仏
教

会
）
・
島
田
喜
久
氏
（
全
日
本
仏
教
婦
人
連

盟
）
が
議
事
録
署
名
人
に
選
出
さ
れ
た
。

議
案
第
一
号
「
任
期
満
了
に
伴
う
理
事
お
よ

び
監
事
選
出
の
件
」

田
中
議
長
よ
り
、
理
事
・
監
事
の
任
期
満

了
に
伴
い
、
第
二
十
七
期
理
事
・
監
事
を
選

出
す
る
旨
上
程
。

事
務
総
局
よ
り
「
第
二
十
七
期
理
事
・
監

事
候
補
者（
案
）」が
発
表
さ
れ
、
全
会
一
致

で
原
案
通
り
承
認
さ
れ
る
。
（
十
頁
参
照
）

議
案
第
二
号
「
第
二
十
七
期
会
長
お
よ
び
副

会
長
推
戴
の
件
」

田
中
議
長
よ
り
上
程
。
櫻
井
総
務
部
長
よ

り
、
昨
年
十
二
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た
「
会

長
・
副
会
長
推
戴
委
員
会
（
小
林
正
道
委
員

長
・
大
谷
博
通
副
委
員
長
）」よ
り
推
戴
候
補

者
（
案
）
が
同
日
里
見
達
人
前
理
事
長
に
答

申
さ
れ
、
十
二
月
十
三
日
に
開
催
さ
れ
た
第

三
回
理
事
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
推
戴
候

補
者
が
承
認
さ
れ
た
旨
の
説
明
が
さ
れ
た
。

大
道
晃
仙
会
長
（
曹
洞
宗
管
長
）
及
び
佐

藤
令
宜
師
（
真
言
宗
御
室
派
管
長
）
・
寺
町

研
山
師
（
岐
阜
県
仏
教
会
会
長
）
・
挟
間
敬

宗
師
（
愛
媛
県
仏
教
会
会
長
）
の
三
名
の
副

会
長
が
全
会
一
致
で
推
戴
さ
れ
た
。

議
案
第
三
号
「
寄
附
行
為
変
更
に
伴
う
、
諸

細
則
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

田
中
議
長
よ
り
上
程
。
事
務
総
局
へ
説
明

を
求
め
る
。

櫻
井
総
務
部
長
よ
り
、「
参
与
の
選
定
に

関
す
る
細
則
」・「
情
報
公
開
に
関
す
る
細

則
」に
つ
い
て
説
明
。原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

一
、
平
成
十
八
年
度
事
業
計
画
（
案
）
に
つ

い
て
意
見
を
求
め
る
件

二
、
平
成
十
八
年
度
収
支
予
算
（
案
）
に
つ

い
て
意
見
を
求
め
る
件

三
、
平
成
十
七
年
度
補
正
予
算
（
案
）
に
つ

い
て
意
見
を
求
め
る
件

田
中
議
長
よ
り
一
括
上
程
さ
れ
る
。

櫻
井
総
務
部
長
、
宮
川
財
務
部
長
よ
り
詳

細
に
説
明
さ
れ
、
全
会
一
致
で
原
案
通
り
賛

成
の
意
が
示
さ
れ
た
。

四
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
事
業
終
結
に
つ
い

て
意
見
を
求
め
る
件

本
間
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
委
員
長
な
ら
び

に
壽
山
国
際
文
化
部
長
よ
り
、
ル
ン
ビ
ニ
ー

委
員
会
に
お
い
て
合
意
を
得
た
、
ル
ン
ビ
ニ

ー
園
復
興
事
業
の
終
結
に
つ
い
て
、
宮
川
財

務
部
長
よ
り
「
特
別
会
計
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復

興
計
画
補
正
予
算
（
案
）」に
つ
い
て
詳
細
に

説
明
さ
れ
、
全
会
一
致
で
賛
成
の
意
が
示
さ

れ
た
。

本
会
寄
附
行
為
第
二
十
五
条
に
基
づ
き
、

里
見
達
人
理
事
長
（
浄
土
宗
）
が
議
長
に
、

大
谷
博
通
師
（
東
京
都
仏
教
連
合
会
）
・
加

納
博
司
師
（
岐
阜
県
仏
教
会
）
が
議
事
録
署

名
人
に
選
出
さ
れ
た
。

議
案
第
一
号
「
任
期
満
了
に
伴
う
理
事
長

お
よ
び
常
務
理
事
選
出
の
件
」

里
見
議
長
よ
り
、
第
二
十
七
期
の
理
事
長

を
選
出
す
る
旨
、
理
事
会
へ
上
程
。

全
会
一
致
で
安
原
晃
師（
真
宗
大
谷
派
）が

第
二
十
七
期
理
事
長
に
選
出
さ
れ
、
理
事
長

交
代
に
伴
い
、
安
原
理
事
長
が
議
長
と
な
る
。

安
原
議
長
よ
り
、
第
二
十
七
期
常
務
理
事

を
選
出
す
る
旨
上
程
。

事
務
総
局
よ
り
「
第
二
十
七
期
常
務
理
事

（
案
）」が
発
表
さ
れ
、
全
会
一
致
で
原
案
通

り
承
認
さ
れ
た
。

（
十
頁
参
照
）

議
案
第
二
号
「
寄
附
行
為
変
更
に
伴
う
、
諸

細
則
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

安
原
議
長
よ
り
上
程
。
事
務
総
局
へ
説
明

を
求
め
る
。

櫻
井
総
務
部
長
よ
り
、「
参
与
の
選
定
に

関
す
る
細
則
」・「
情
報
公
開
に
関
す
る
細

則
」に
つ
い
て
説
明
。原
案
通
り
承
認
さ
れ
た
。

議
案
第
三
号
「
第
二
十
七
期
参
与
の
選
定
に

つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

安
原
議
長
よ
り
上
程
。
全
会
一
致
で
原
案

通
り
承
認
さ
れ
た
。

（
十
頁
参
照
）

議
案
第
四
号
「
第
二
十
七
期
事
務
総
局
人
事

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

安
原
議
長
よ
り
上
程
。
全
会
一
致
で
原
案

通
り
承
認
さ
れ
た
。

（
十
一
頁
参
照
）

議
案
第
五
号
「
平
成
十
八
年
度
事
業
計
画

（
案
）
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

議
案
第
六
号
「
平
成
十
八
年
度
収
支
予
算

（
案
）
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

評

議

員

会

協
議
事
項

理

事

会

評
議
員
会
・
理
事
会
開
催
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議
案
第
七
号
「
平
成
十
七
年
度
補
正
予
算

（
案
）
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

安
原
議
長
よ
り
一
括
上
程
。
評
議
員
会
で

の
原
案
通
り
賛
成
の
意
見
を
受
け
全
会
一
致

で
承
認
さ
れ
た
。

議
案
第
八
号
「
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
事
業
終

結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
件
」

安
原
議
長
よ
り
上
程
。
評
議
員
会
で
の
賛

成
の
意
見
を
受
け
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

一
、
保
険
業
法
改
正
に
お
け
る
共
済
制
度
に

つ
い
て

長
谷
川
正
浩
顧
問
弁
護
士
よ
り
、
経
過
並

び
に
、
本
件
に
関
す
る
取
り
組
み
の
成
果
が

報
告
さ
れ
た
。（『

全
仏
』誌
四
月
号
四
頁
参
照
）

二
、
不
活
動
法
人
の
現
況
と
今
後
に
つ
い
て

文
化
庁
宗
務
課
よ
り
担
当
官
が
現
況
と
危

惧
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
報
告
さ
れ
た
。

（
八
頁
参
照
）

三
、
朝
鮮
半
島
出
身
の
旧
民
間
徴
用
者
等
の

遺
骨
返
還
問
題
に
つ
い
て

関
係
諸
官
庁
の
担
当
官
が
挨
拶
と
実
地
調

査
（
案
）
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、
更
な
る

協
力
の
要
請
が
さ
れ
た
。

四
、
公
益
法
人
（
財
団
・
社
団
）
制
度
改
革

の
現
況
に
つ
い
て

齋
藤
事
務
総
長
よ
り
、
経
過
並
び
に
、
本

件
に
関
す
る
取
り
組
み
の
成
果
が
報
告
さ
れ

た
。

（
二
頁
参
照
）

五
、
各
審
議
会
・
委
員
会
委
員
と
関
係
諸
団

体
へ
の
派
遣
役
員
選
任
報
告

櫻
井
総
務
部
長
よ
り
、
任
期
満
了
に
伴
う

各
審
議
会
・
委
員
会
委
員
と
関
係
諸
団
体
へ

の
派
遣
役
員
に
つ
い
て
報
告
が
さ
れ
た
。

（
次
号
で
報
告
）

六
、
W
F
B
世
界
仏
教
徒
会
議
台
湾
大
会
に

つ
い
て

壽
山
国
際
文
化
部
長
よ
り
四
月
十
九
日
か

ら
二
十
三
日
の
間
開
催
さ
れ
る
W
F
B
世
界

仏
教
徒
会
議
台
湾
大
会
に
つ
い
て
報
告
。
続

い
て
奈
良
社
会
部
長
よ
り
大
会
に
併
せ
て
行

わ
れ
る
台
湾
の
仏
教
事
情
を
視
察
す
る
ツ
ア

ー
（
四
月
十
七
日
か
ら
四
月
二
十
一
日
）
の

報
告
が
さ
れ
た
。

七
、
各
部
報
告

社
会
部

時
局
問
題
の
対
応

一
、
政
界
へ
の
対
応

二
、
宗
教
教
育
推
進
の
要
請

三
、
加
盟
団
体
の
顧
問
弁
護
士
と
の
連
絡

会
開
催

以
上
に
つ
い
て
奈
良
社
会
部
長
よ
り
報
告
さ

れ
た
。

総
務
部

財
団
創
立
五
十
周
年
記
念
事
業
に
つ
い
て

櫻
井
総
務
部
長
よ
り
本
事
業
へ
の
、
更
な

る
協
力
の
要
請
が
さ
れ
た
。

報
告
事
項

評
議
員
会
・
理
事
会
終
了
後
、
午
後
五

時
三
十
分
よ
り
東
京
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

「
鳳
凰
」
の
間
で
「
会
長
・
副
会
長
・
理

事
長
退
任
慰
労
・
就
任
祝
賀
懇
親
の

宴
」
が
開
催
さ
れ
た
。
仏
教
徒
の
歌
「
あ

あ
、
こ
の
よ
ろ
こ
び
」
を
斉
唱
し
、
藤
井

日
光
前
会
長
の
挨
拶
を
小
松
浄
慎
日
蓮
宗

宗
務
総
長
が
代
読
、
大
道
晃
仙
会
長
の
挨

拶
、
新
旧
副
会
長
が
紹
介
さ
れ
、
安
原
晃

理
事
長
、
里
見
達
人
前
理
事
長
の
挨
拶
の

後
、
日
本
赤
十
字
社
よ
り
の
感
謝
状
が
、

五
十
嵐
清
日
本
赤
十
字
社
組
織
推
進
部
長

か
ら
安
原
晃
理
事
長
へ
贈
呈
さ
れ
た
。
続

い
て
、
来
賓
の
マ
ニ
ラ
ル
・
ト
リ
パ
テ
ィ

ー
駐
日
イ
ン
ド
大
使
、
山
北
宣
久
日
本
宗

教
連
盟
理
事
（
日
本
キ
リ
ス
ト
教
連
合
会

顧
問
）
が
祝
辞
を
述
べ
ら
れ
た
後
、
寺
町

研
山
副
会
長
の
発
声
で
乾
杯
を
行
い
、
組

坂
繁
之
部
落
解
放
同
盟
中
央
執
行
委
員
長

の
挨
拶
と
続
い
た
。
ま
た
、
安
田
暎
胤
前

副
会
長
、
五
條
順
教
前
副
会
長
は
じ
め
、

関
係
諸
団
体
や
国
会
議
員
等
、
三
百
名
を

超
え
る
方
が
出
席
し
、
和
や
か
な
懇
談
が

続
い
た
。

「会長・副会長・理事長
退任慰労・就任祝賀懇親の宴」開催

挨拶する大道晃仙会長（曹洞宗管長）
左より五條順教前副会長（金峯山修験本宗管長）、安田暎胤前副会
長（法相宗大本山薬師寺管主）、小松浄慎日蓮宗宗務総長（藤井日
光前会長御名代）・右より安原晃理事長（真宗大谷派）、寺町研山副
会長（岐阜県仏教会会長）
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＊
伝統仏教界が持っている現状の“強み”と“弱み”を聞いた設問では、今日的課題が如実に表れている

ように思います。住職から見た“強み”（資産）では「歴史・伝統がある」（８２％）「安心感がある」
（６８％）「信頼感がある」（６３％）の３点が突出しています。
今日における、伝統仏教界の三大資産と言っていいでしょう。
それ以外では、比較的若年層（４０代以下）の住職が、「文化的資産がある」（４０代以下で、５５％）「寺院
スペースなど土地を保有している」（同、３１％）「観光資源となっている」（同、３０％）など、形のある資
産を“強み”としている点が注目されます。
一方、“弱み”（問題点）では「葬式仏教イメージ」（６７％）「国民の信仰心の喪失」（５９％）「日常生活に
おける仏教との接点の減少」（５５％）「檀信徒の高齢化」（５１％）「国民の宗教離れ」（５０％）が上位を占め
ています。（図表―２）
ここでも４０代以下の住職の回答に、やや特徴があります。「檀信徒の高齢化」（４０代以下で、５８％）「国
民の宗教離れ」（同、６１％）「檀信徒の減少＝経営基盤の弱体化」（同、５３％）「カルト教団による世情不安
や宗教への不信感」（同、５３％）などが、平均よりも１０％近く高い数値となっています。こうした問題へ
の危機感の強さと読み取れます。
上記の“弱み”に対する問題意識のありようは、伝統仏教界や寺院（自坊）が抱えている問題点・改善

点に関する大分量の「自由回答」の中に、より顕著に現れています。様々な意見を大括りにまとめますと、
概ね次の７課題に集約されました。
社会との関係では、「少子高齢化・後継者問題」「国民の宗教・信仰離れ」「地域社会からの遊離」に関

心が集中しています。一方、伝統仏教界内部の課題では「寺院運営基盤の弱体化」「僧侶の質、意識の低
下」「教団運営の硬直化」を指摘する声が多数あがっています。また、「伝統仏教界としての情報発信の不
足」も多くの回答者から指摘されています。
総じて、伝統仏教界が「歴史・伝統イメージ」に安座して、現実の諸課題が未解決のままにされている

ことへの危機感、それらを解決に移すための突破口が拓けないことへの焦燥感のようなものが、これらの
回答から読み取れます。

図表－２
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■『伝統仏教と地域社会の関係』についてのアンケート結果報告 ＜第２回＞

伝統仏教界として、もっと社会への働きかけを

報告： 澤 茂 樹

今回は、寺院住職の方々が、「伝統仏教界と社会の関係」をどのように見ているかを中心に報告します。

前回報告したように、寺院（自坊）は地域から期待（７６％）されているし、ある程度期待に応えられても

いる（６３％）と認識しています。対して、伝統仏教界全体は社会から期待されている（７１％）にもかかわ

らず、それに応えられていない（期待対応度２７％）と考えられています。

もう少し詳しく見てみましょう。伝統仏教界が社会から最も期待され、かつ十分に応えられていると考

える活動は「死者・先祖の供養」（期待度９７％、対応度８１％）です。しかし、次の「布教活動」となると

対応度の数値が下がってきます（期待度９６％、対応度３７％）。「仏教文化・学問の普及活動」（期待度８４％、

対応度１３％）も十分な対応状況とはいえません。

中位には「同和問題・人権問題への取り組み」（期待度７１％、対応度１８％）「世界平和への取り組み」（期

待度７０％、対応度１１％）「環境問題への取り組み」（期待度６６％、対応度１０％）などが続きます。この時代

における、仏教徒としての社会的役割意識の強さが垣間見られます。なお、「政治的活動への取り組み」

は期待度（１９％）、期待対応度（２％）ともに、かなり低い位置にあります。（図表－１）

さらに、同じ項目で今後の重要度も聞いています。ここでは「布教活動」（重要度９９％）が第一位にな

り、「死者・先祖の供養」（９６％）「仏教文化・学問の普及」（９４％）と続きます。上記の期待度評価と同様

に、「世界平和への取り組み」（９０％）「生涯学習への取り組み」（８８％）「環境問題への取り組み」（８８％）

など、ここでも伝統仏教界としての社会テーマ、社会問題への関わり方が強く重視されている点は注目に

値します。

図表－1
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我
が
国
に
は
、
約
十
八
万
三
千
の
宗
教
法

人
（
う
ち
約
七
万
八
千
が
仏
教
系
）
が
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
の
法
人
に
お
い
て
は
、
そ
の
目
的

に
沿
っ
た
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
と
承
知
し

て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
法
人
の
中
に
は
、

実
態
と
し
て
宗
教
活
動
が
停
止
し
て
い
る
も

の
も
一
部
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
数
は
約
五

千
弱
ほ
ど
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
不
活
動
状
態
の
法
人
の
存
在
に
よ

っ
て
様
々
な
問
題
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
り

ま
す
。
皆
様
も
マ
ス
コ
ミ
等
に
お
い
て
、
不

活
動
宗
教
法
人
が
絡
ん
だ
問
題
行
為
等
が
時

折
報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
存
知
の
こ
と

と
思
い
ま
す
。

ま
じ
め
に
活
動
さ
れ
て
い
る
、
ほ
と
ん
ど

の
宗
教
法
人
に
と
っ
て
は
極
め
て
迷
惑
な
こ

と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

た
び
重
な
り
ま
す
と
、
当
該
法
人
や
所
轄
庁

が
批
判
を
受
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
当
該
法

人
を
包
括
す
る
宗
派
、
さ
ら
に
は
宗
教
法
人

制
度
そ
の
も
の
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
が
損

な
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
公
益
法
人
制
度
改
革
が
進
む
中
、

憲
法
の
保
障
す
る
信
教
の
自
由
の
上
に
築
か

れ
た
宗
教
法
人
制
度
を
維
持
し
て
い
く
た
め

に
も
、
現
行
の
制
度
が
適
正
に
機
能
し
、
適

正
に
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
外
に
向
か
っ

て
示
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
活
動

実
態
の
な
い
法
人
に
法
人
格
が
付
与
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
状
態
は
、
一
刻
も
早
く
解
消
し

て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
文
化
庁
に
お
い

て
は
、
現
在
、
不
活
動
宗
教
法
人
対
策
を
宗

務
行
政
の
重
要
課
題
の
一
つ
と
位
置
付
け
、

各
都
道
府
県
と
と
も
に
そ
の
解
消
に
向
け
て

全
国
的
・
計
画
的
な
取
組
を
進
め
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
実
際
、
個
々
具
体
的
な
取
組
を

行
っ
て
い
く
に
当
っ
て
は
、
所
轄
庁
の
取
組

だ
け
で
は
円
滑
に
進
ま
な
い
こ
と
も
多
く
、

ど
う
し
て
も
宗
教
法
人
関
係
者
の
ご
尽
力
ご

協
力
と
い
う
も
の
が
不
可
欠
と
な
っ
て
ま
い

り
ま
す
。

も
と
よ
り
、
宗
教
法
人
法
は
、
憲
法
が
保

障
す
る
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
の
原
則
に

配
慮
し
、
宗
教
法
人
の
自
由
と
自
主
性
、
責

任
と
公
共
性
の
二
つ
の
要
請
を
骨
子
と
し
て

組
み
立
て
ら
れ
た
法
律
で
あ
り
、
各
宗
教
法

人
の
自
主
的
・
自
律
的
運
営
に
委
ね
る
面
が

多
い
こ
と
が
特
徴
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
が
故
に
、
宗
教
法
人
自
ら
の
責
任
は
よ
り

重
く
、
活
動
の
公
益
性
が
問
わ
れ
、
管
理
運

営
の
適
正
化
に
つ
い
て
も
主
体
的
な
取
組
が

期
待
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

不
活
動
状
態
の
法
人
の
解
消
に
つ
い
て
も

ま
ず
は
当
該
法
人
の
取
組
、
次
に
は
そ
れ
を

包
括
す
る
法
人
の
取
組
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
法
人
法
の

趣
旨
か
ら
す
れ
ば
、
不
活
動
状
態
の
解
消
も

宗
教
法
人
や
そ
の
関
係
者
の
自
主
的
・
主
体

的
な
解
決
が
中
心
と
な
る
べ
き
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

一
方
で
、
不
活
動
状
態
が
あ
る
程
度
ま
で

進
み
ま
す
と
、
宗
教
法
人
の
み
で
主
体
的
に

取
り
組
む
こ
と
は
も
は
や
困
難
と
な
り
、
所

轄
庁
が
関
係
者
等
と
協
力
し
な
が
ら
取
り
組

む
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
際
で
も
、
各
都
道
府
県
か
ら

は
、
当
該
法
人
の
関
係
者
の
ご
協
力
と
と
も

に
、
包
括
法
人
の
ご
協
力
が
得
ら
れ
た
こ
と

が
、
不
活
動
状
態
の
法
人
の
解
消
を
効
果
的

に
進
め
て
い
く
た
め
の
大
き
な
要
素
と
な
っ

た
、
あ
る
い
は
な
っ
て
い
る
と
の
話
を
し
ば

し
ば
お
聞
き
い
た
し
ま
す
。

包
括
法
人
の
取
組
や
協
力
と
し
て
は
、
例

え
ば
、
規
則
に
沿
っ
た
対
処
が
行
え
る
よ
う

に
、
役
員
の
補
充
等
を
行
っ
て
適
正
な
手
続

の
も
と
で
活
動
を
再
開
し
た
り
、
他
の
法
人

と
合
併
し
た
り
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
解
散
命
令
で
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い

場
合
で
も
、
清
算
人
の
就
任
や
残
余
財
産
の

帰
属
に
お
い
て
協
力
す
る
こ
と
な
ど
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
今
後
、
法
人
関
係
者
や
信
者
の

高
齢
化
、
人
口
の
減
少
な
ど
の
社
会
状
況
の

変
化
に
伴
っ
て
、
不
活
動
宗
教
法
人
が
さ
ら

に
増
加
し
て
い
く
こ
と
も
懸
念
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
不
活
動

状
態
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な

状
態
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
と
い
う
視
点

か
ら
の
目
配
り
や
早
い
段
階
か
ら
の
適
切
な

対
応
と
い
っ
た
取
組
も
必
要
と
な
っ
て
く
る

も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

宗
教
法
人
の
関
係
者
の
皆
様
に
は
、
こ
れ

ま
で
も
、
各
所
轄
庁
に
対
し
て
様
々
な
ご
協

力
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
が
、
不
活
動
状

態
の
法
人
を
解
消
し
て
い
く
こ
と
の
必
要
性

・
重
要
性
に
つ
い
て
改
め
て
ご
理
解
い
た
だ

き
、
今
後
と
も
一
層
の
ご
協
力
を
賜
り
ま
す

よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

（
二
〇
〇
六
年
三
月
三
十
一
日
）

不
活
動
状
態
の
法
人
の
解
消
に
向
け
て

文
化
庁
文
化
部
宗
務
課
長

藤
野

公
之

２００６年5月１日8



曹
洞
宗
の
遺
骨
調
査
の
理
念
と
原
則

曹
洞
宗
で
は
教
団
の
戦
争
責
任
、
と
く
に

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
へ
の
植
民
地
布
教
に
対

す
る
反
省
の
声
明
文
を
、
一
九
九
二
年
に
宗

務
総
長
の
「
懺
謝
文
（
さ
ん
じ
ゃ
も
ん
）」と

し
て
発
表
し
て
い
ま
す
。
特
に
私
ど
も
の
教

団
は
韓
国
併
合
以
前
か
ら
植
民
地
時
代
を
通

し
て
日
本
仏
教
界
で
は
二
番
目
の
人
員
と
規

模
で
朝
鮮
の
植
民
地
政
策
お
よ
び
皇
民
化
政

策
に
協
力
し
て
き
た
重
い
過
去
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
は
こ
の
「
懺
謝
文
」
の
基
本
精
神
を

よ
り
具
体
化
す
る
た
め
に
、
本
宗
の
人
権
擁

護
、
平
和
尊
重
へ
向
け
て
の
宗
教
者
と
し
て

の
責
務
か
ら
、
事
象
・
問
題
の
調
査
発
掘
に

も
と
づ
い
て
主
体
的
に
真
相
究
明
を
行
い
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。
身
元
が
判
明
し
た
遺

骨
に
つ
い
て
は
、
日
韓
両
政
府
お
よ
び
関
係

団
体
と
も
連
携
の
う
え
で
、
最
大
限
の
敬
意

と
懺
悔
の
気
持
ち
を
も
っ
て
、
宗
教
者
の
最

も
重
ん
ず
べ
き
人
格
・
生
命
の
象
徴
と
し
て

こ
れ
を
尊
重
し
て
、
ご
遺
族
の
意
向
に
従
っ

て
遺
骨
の
奉
還
に
積
極
的
に
協
力
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
た
び
調
査
の
主
な
対
象
は
、
一
九
三

一
（
昭
和
六
）
年
以
降
一
九
五
五
（
昭
和
三

十
）年
頃
ま
で
に
死
亡
し
た
韓
国
・
朝
鮮（
旧

日
本
植
民
地
「
朝
鮮
」）出
身
者
で
す
が
、
他

の
東
ア
ジ
ア
出
身
者
の
事
例
（
中
国
・
台

湾
）
も
含
め
て
調
査
対
象
と
し
て
お
り
ま
す
。

本
宗
の
遺
骨
調
査
事
業
の
正
式
名
称
を
「
東

ア
ジ
ア
出
身
の
強
制
徴
用
者
等
の
遺
骨
の
所

在
お
よ
び
関
連
情
報
に
つ
い
て
の
調
査
」
と

呼
ん
で
い
ま
す
。

遺
骨
調
査
の
現
況

曹
洞
宗
は
二
〇
〇
五
年
十
一
月
二
十
二
日

付
で
、
政
府
発
表
の
「
事
業
所
所
在
地
一
覧

表
」
に
も
と
づ
い
て
強
制
徴
用
事
業
所
が
あ

っ
た
市
町
村
に
該
当
す
る
本
宗
一
四
一
〇
寺

院
へ
直
接
調
査
票
を
送
付
し
、
全
国
寺
院
に

対
し
て
は
、
本
宗
の
機
関
誌
『
曹
洞
宗
報
』

十
二
月
号
に
「
歴
史
の
真
実
に
耳
を
す
ま
し

あ
な
た
の
手
で
遺
骨
の
送
還
を
！
」
の
記

事
を
掲
載
し
て
強
制
徴
用
者
の
遺
骨
調
査
を

開
始
し
ま
し
た
。
調
査
票
の
回
収
状
況
で
あ

り
ま
す
が
、
本
年
三
月
集
計
分
で
は
約
一
〇

九
〇
票
（
重
複
回
答
・
無
効
回
答
も
含
む
）

の
返
送
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
当
初
わ
れ

わ
れ
が
依
拠
い
た
し
ま
し
た
政
府
の
「
事
業

所
所
在
地
一
覧
表
」
に
は
二
〇
県
分
の
デ
ー

タ
脱
落
が
判
明
し
ま
し
た
。
こ
の
脱
落
分
約

一
二
三
七
件
に
つ
い
て
は
三
月
二
十
七
日
か

ら
追
加
調
査
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

予
備
調
査
を
も
と
に
し
て
、
何
ら
か
の
事
象

が
確
認
さ
れ
た
寺
院
に
つ
い
て
は
、
来
年
度

か
ら
現
地
で
の
実
地
調
査
に
進
ん
で
、
真
相

解
明
と
遺
骨
奉
還
に
向
け
て
の
具
体
的
取
り

組
み
に
着
手
い
た
し
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
と
課
題

曹
洞
宗
は
「
東
ア
ジ
ア
の
強
制
徴
用
者
等

の
遺
骨
調
査
」
事
業
と
遺
骨
奉
還
の
取
り
組

み
成
果
に
つ
い
て
楽
観
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

戦
後
六
十
年
を
経
過
し
、
当
時
の
資
料
や
関

係
者
の
記
憶
が
失
わ
れ
た
り
希
薄
に
な
る
中

で
の
取
り
組
み
で
す
。
さ
ら
に
、
東
ア
ジ
ア

諸
国
と
り
わ
け
大
韓
民
国
と
朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
と
の
厳
し
い
外
交
状
況
の
中
で
、

は
た
し
て
ど
れ
だ
け
の
ご
遺
骨
を
遺
族
の
元

に
奉
還
で
き
る
か
は
予
断
を
許
し
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
加
え
て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
民
族
主

義
な
ど
に
よ
る
政
治
的
な
離
断
も
障
壁
と
し

て
大
き
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
ま
す
。

勇
気
と
ま
ご
こ
ろ
の
バ
ト
ン
リ
レ
ー

私
ど
も
は
さ
ま
ざ
ま
な
障
壁
を
過
小
評
価

し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
障
壁

は
物
理
的
な
壁
で
は
な
く
、
人
間
や
集
団
が

作
り
上
げ
て
来
た
心
の
壁
で
あ
る
こ
と
も
ま

た
事
実
で
す
。

日
韓
両
政
府
の
合
意
と
い
う
ス
タ
ー
ト
の

号
砲
に
よ
っ
て
本
格
的
に
始
ま
っ
た
遺
骨
調

査
と
奉
還
の
取
り
組
み
は
、
そ
れ
に
か
か
わ

る
寺
院
・
住
職
や
地
方
自
治
体
・
政
府
と
市

民
団
体
と
の
善
意
の
リ
レ
ー
の
ひ
と
つ
を
欠

い
て
も
、
遺
族
の
も
と
に
犠
牲
者
の
情
報
と

と
も
に
ご
遺
骨
を
奉
還
で
き
ま
せ
ん
。
私
ど

も
は
、
勇
気
と
ま
ご
こ
ろ
の
バ
ト
ン
リ
レ
ー

に
よ
っ
て
、
偏
狭
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
乗
り
越
え
た
人
類
共
通
の

「
ま
ご
こ
ろ
」
の
共
有
を
実
現
し
た
い
と
念

願
す
る
も
の
で
す
。

（
文
責
・
曹
洞
宗
人
権
擁
護
推
進
本
部
）

曹
洞
宗
に
よ
る
遺
骨
調
査
の
取
り
組
み

三
月
二
十
七
日
午
後
三
時
よ
り
、
第
二
回

「
朝
鮮
半
島
出
身
の
旧
民
間
徴
用
者
等
の
遺

骨
返
還
問
題
」
に
関
す
る
連
絡
協
議
会
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
は
、
関
係
諸
官
庁
よ
り
六
名
の
事
務

官
が
出
席
し
、「
実
地
調
査（
案
）」に
つ
い
て

の
説
明
を
行
い
、
更
な
る
協
力
の
要
請
が
さ

れ
ま
し
た
。

今
後
も
、
協
議
会
等
の
場
を
設
け
、
相
互

の
連
絡
を
取
り
合
い
な
が
ら
、
本
問
題
の
よ

り
よ
い
解
決
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。

全
日
本
仏
教
会
の
動
き
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会
長

大
道

晃
仙

曹
洞
宗
管
長

副
会
長

佐
藤

令
宜

真
言
宗
御
室
派
管
長

寺
町

研
山

岐
阜
県
仏
教
会
会
長

挟
間

敬
宗

愛
媛
県
仏
教
会
会
長

理
事
長

安
原

晃

真
宗
大
谷
派

常
務
理
事

有
田

惠
宗

曹
洞
宗

不
二
川

公
勝

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

長
久
寺

德
瑞

真
宗
大
谷
派

小
林

正
道

浄
土
宗

小
松

浄
慎

日
蓮
宗

服
部

融
宣

高
野
山
真
言
宗

細
川

景
一

臨
済
宗
妙
心
寺
派

濱
中

光
礼

天
台
宗

島

秀
隆

真
言
宗
智
山
派

浅
井

侃
雄

真
言
宗
豊
山
派

理
事

岡
野

正
純

孝
道
教
団

森
田

俊
朗

和
宗

守
山

雄
順

聖
観
音
宗

仲
田

順
和

真
言
宗
醍
醐
派

山
内

教
嶺

北
海
道
仏
教
会
連
盟

酒
井

文
雄

埼
玉
県
佛
教
会

大
谷

博
通

東
京
都
仏
教
連
合
会

横
山

敏
明

神
奈
川
県
仏
教
会

加
納

博
司

岐
阜
県
仏
教
会

近
藤

真
道

愛
知
県
仏
教
会

増
田

貞
圓

大
阪
府
仏
教
会

坂
本

観
泰

全
日
本
仏
教
青
年
会

松
濤

弘
道

学
識
経
験
者

前
田

專
學

学
識
経
験
者

監
事

桶
屋

良
祐

念
法
眞
教

柴
田

尚
明

静
岡
県
仏
教
会

坂
本

観
晃

東
京
ブ
デ
ィ
ス
ト
ク
ラ
ブ

評
議
員

葦
原

正
憲

曹
洞
宗

武
田

昭
英

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

関
﨑

幸
孝

真
宗
大
谷
派

入
西

勝
彦

浄
土
宗

伊
東

隆
司

日
蓮
宗

富
家

海
信

高
野
山
真
言
宗

松
山

英
照

臨
済
宗
妙
心
寺
派

小
林

祖
承

天
台
宗

髙
井

隆
成

真
言
宗
智
山
派

菅
野

秀
浩

真
言
宗
豊
山
派

中
井

龍
照

真
言
宗
御
室
派

柴
田

康
英

西
山
浄
土
宗

赤
松

達
明

黄
檗
宗

松
浦

浩
道

臨
済
宗
南
禅
寺
派

西
村

冏
紹

天
台
真
盛
宗

高
井

正
俊

臨
済
宗
建
長
寺
派

大
谷

義
博

真
宗
仏
光
寺
派

鬼
頭

誠
英

浄
土
宗
西
山
禅
林
寺
派

坂
口

博
翁

真
言
宗
大
覚
寺
派

山
田

隆
章

融
通
念
佛
宗

岡
本

誠
教

本
門
佛
立
宗

樫
原

禅
澄

真
言
宗
善
通
寺
派

三
浦

碩
運

臨
済
宗
円
覚
寺
派

竹
内

正
道

法
華
宗
真
門
流

田
中

利
典

金
峯
山
修
験
本
宗

北
河
原

公
敬

華
厳
宗

今
井

淨
圓

真
言
宗
中
山
寺
派

鈴
木

張
広

福
島
県
仏
教
会

寺
内

泰
俊

茨
城
県
仏
教
会

塚
田

宗
雄

栃
木
県
仏
教
会

若
槻

繁
隆

群
馬
県
仏
教
連
合
会

春
日

浩
三

新
潟
県
仏
教
会

山
口

祐
哉

長
野
県
仏
教
会

田
中

始
更

滋
賀
県
仏
教
会

長
澤

香
静

京
都
仏
教
会

貴
田

善
澄

京
都
府
仏
教
連
合
会

金
井

孝
顕

兵
庫
県
仏
教
会

太
田

智
徳

和
歌
山
県
仏
教
会

橋
本

明
禅

岡
山
県
仏
教
会

三
浦

章
爾

愛
媛
県
仏
教
会

一
月

正
人

長
崎
仏
教
連
合
会

島
田

喜
久

全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟

逸
見

道
郎

国
際
仏
教
興
隆
協
会

髙
山

久
照

日
本
仏
教
保
育
協
会

沼
田

智
秀

仏
教
伝
道
協
会

鈴
木

永
城

仏
教
情
報
セ
ン
タ
ー

参
与

東
條

仁
哲

真
言
宗
犬
鳴
派

青
木

謙
整

臨
済
宗
東
福
寺
派

畔
柳

正
顕

浄
土
宗
西
山
深
草
派

吉
川

恵
教

真
宗
木
辺
派

座
間

光
覚

天
台
寺
門
宗

田
邊

圓
祥

法
華
宗
陣
門
流

佐
分

宗
順

臨
済
宗
相
国
寺
派

佐
伯

龍
幸

真
言
律
宗

湯
浅

高
明

真
言
宗
泉
涌
寺
派

村
上

太
胤

法
相
宗

岡
田

康
秀

真
言
三
宝
宗

大
井

亮

青
森
県
仏
教
会

内
藤

睦
雄

山
梨
県
仏
教
会

萩
岡

裕
明

徳
島
県
仏
教
会

高
谷

文
嶺

香
川
県
仏
教
会

海
老
塚

和
秀

高
知
県
仏
教
会

弘
中

誠
之

宮
崎
県
仏
教
連
合
会

名
幸

俊
海

沖
縄
県
仏
教
会

中
山

静
麿

日
本
仏
教
鑽
仰
会

役

員

一

覧
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十
三
日
▼
「
朝
鮮
半
島
出
身
の
旧
民
間
徴
用

者
等
の
遺
骨
返
還
問
題
」
に
関
し

て
、
諸
官
庁
来
局

十
四
日
▼
公
益
法
人
制
度
改
革
に
関
す
る
協

議
会
開
催

▼
記
者
懇
談
会
（
於
京
都
）

十
五
日
▼
仏
教
文
化
賞
贈
呈
式
（
仏
教
伝
道

協
会
）
出
席

十
六
日
▼
宗
教
教
育
推
進
の
た
め
、
自
由
民

主
党
・
大
島
理
森
議
員
へ
要
請

十
七
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

二
十
二
日
▼
部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
と
懇

談

二
十
三
日
▼
仏
教
N
G
O
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
企

画
委
員
会
出
席

▼
文
化
庁
協
力
者
会
議
出
席

▼
法
律
相
談
室

二
十
七
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

▼
第
二
回
「
朝
鮮
半
島
出
身
の
旧

民
間
徴
用
者
等
の
遺
骨
返
還
問

題
」
に
関
す
る
連
絡
協
議
会
開

催

二
十
八
日
▼
評
議
員
会
・
理
事
会
開
催

▼
「
会
長
・
副
会
長
・
理
事
長

退
任
慰
労
・
就
任
祝
賀
懇
親

の
宴
」
開
催

三
十
日
▼
上
杉
聰

日
本
の
戦
争
責
任
資
料

セ
ン
タ
ー
事
務
局
長
来
局

三
日
▼
事
務
総
局
局
内
会
議

▼
イ
ン
ド
大
使
館「
桜
の
パ
ー
テ
ィ
ー
」

出
席

▼
日
韓
・
韓
日
仏
教
文
化
交
流
協
議
会

表
敬
訪
問

四
日
▼
W
F
B
台
湾
大
会
ツ
ア
ー
説
明
会

七
日
▼
L
D
T
副
委
員
長
来
局

九
日
▼
国
際
花
ま
つ
り
参
列

十
日
▼
「
同
宗
連
」
総
会
出
席

事
務
総
長

池
田
行
信

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

総
務
部
長

宮
川
宏
生

浄
土
真
宗
本
願
寺
派

総
務
部
次
長

入
西
智
彦

浄
土
宗

総
務
部
主
事

江
島
聖
美

財
務
部
長

飯
島
尚
之

曹
洞
宗

財
務
部
主
事

江
澤
み
ゆ
き

社
会
人
権
部
長

奈
良
慈
徹

日
蓮
宗

社
会
人
権
部
次
長
（
社
会
担
当
）

加
久
保
範
祐

真
言
宗
智
山
派

社
会
人
権
部
次
長
（
人
権
担
当
）

白
井
雄
仁

真
言
宗
豊
山
派

広
報
文
化
部
長

江
口
智
流

真
宗
大
谷
派

広
報
文
化
部
次
長

西
野
良
嘉

天
台
宗

国
際
部
長

壽
山
良
光

高
野
山
真
言
宗

国
際
部
次
長

北
折
真
一

臨
済
宗
妙
心
寺
派

来
馬
規
雄
師
（
本
会
元
常
務
理
事
）

三
月
十
九
日
遷
化

七
十
二
歳

大
本
山
永
平
寺
顧
問

大
竹
明
彦
師
（
本
会
元
常
務
理
事
）

三
月
三
十
一
日
遷
化

七
十
一
歳

曹
洞
宗
前
宗
務
総
長

前
号
（
五
一
七
号
）
七
頁
・
「
春
季

慰
霊
法
要
」
欄
、
四
行
目
に
お
い
て
、

高
円
宮
妃
殿
下
ご
臨
席
、
と
掲
載
致
し

ま
し
た
が
、
三
笠
宮
殿
下
の
誤
り
で
し

た
。謹

ん
で
訂
正
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と
共

に
、
不
手
際
に
よ
り
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
し
た
こ
と
、
関
係
各
位
に
心
よ
り

お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

訂

正

第
二
十
七
期
事
務
総
局
員
一
覧

無料法律
相談室

救援基金寄付者御芳名
［寄付者］ （2月15日~3月31日）
高野山真言宗、願心寺（宮崎）
合計 1,113,269円 （順不同・敬称略）長谷川正浩顧問弁

護士による、無料
法律相談を毎月第
二、第四木曜日の
午後開催しており
ます。本会事務総
局０３（３４３７）９２７５へ
事前予約の上おい
で下さい。

全日本仏教会財団創立50周年
記念事業特別協賛金寄付者御芳名

［寄付者］ （1月11日~3月31日）
保田清（東京）、慈眼寺（東京）
合計 1,100,000円 （順不同・敬称略）
ご支援誠にありがとうございました。

事
務
総
局
録
事

三
月
（
十
一
〜
三
十
一
日
）

四
月
（
一
〜
十
日
）

哀
悼
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